
朝霞市基地跡地公園・シンボルロード
に関する検討の経緯 

平成２８年１０月１５日 

資料１ 



１ 基地跡地の現状 
（１）位置及び周辺状況 

2 朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月） 「1.基地跡地の現状と検討の経緯」（p.1~2）より 

○ 基地跡地（留保地約19.1ha）は、市の南西部に位置し、東武東上線朝霞駅から
約700mの距離に位置 

○ 飛び地状の市街化調整区域に指定されており、北側は商業系用途地域、東・
西・南側は住居系用途地域に指定 

基地跡地 

位置図 都市計画図 



１ 基地跡地の現状 
（２）基地跡地の周辺状況及び利用状況 

朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月 ） 「1.基地跡地の現状と検討の経緯」（p.3）より 3 

○周囲には、市役所、税務署、公園、
学校、保健所、図書館等の公共施
設が立地 

○敷地①の一部は、青葉台公園第２駐
車場、消防訓練場として借用 

○敷地③の一部は、財務省関東財務局
と市が管理委託契約を締結し、
「朝霞の森」 として暫定利用 

朝霞市役所 

暫定広場 
「朝霞の森」 

敷地① 
0.9ha 

敷地③ 
16.4ha 

敷地④ 
1.7ha 

敷地② 
0.1ha 



２ これまでの検討経緯 
（１）主な経緯 

4 朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月） 「1.基地跡地の現状と検討の経緯」（p.6～7）より 

Ｓ20.9 旧陸軍施設に米軍が進駐（キャンプドレイクの設営） 

Ｓ49.8 キャンプ朝霞の大部分の日本返還が決定 

Ｓ53.11 キャンプ朝霞跡地利用基本構想策定 

Ｓ61.2 米軍通信施設返還により市内から米軍基地がなくなる 

Ｈ13.5 朝霞市基地跡地利用計画策定 

Ｈ15.6～7 
国が、財政制度等審議会答申を受け、基本的な方針を「原則留保、例外公用・公共用利用」から 
「原則利用、計画的有効活用」に転換 

Ｈ18.12 朝霞市基地跡地利用基本計画（最終報告）」が市に提出される 

Ｈ19.12 朝霞市基地跡地整備計画書が市に提出される 

Ｈ20.4 朝霞市基地跡地利用計画策定（翌月に国へ提出） 

Ｈ21.2 朝霞基地跡地地区地区計画決定 

Ｈ22.3 朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画策定 

Ｈ23.12 国家公務員宿舎建設中止決定 

Ｈ24.2 関東財務局長から「基地跡地利用計画」のうち土地利用計画の見直しと再提出を求められる 

Ｈ24.11 暫定利用広場「朝霞の森」オープン 

Ｈ27.12 朝霞市基地跡地利用計画策定（同月に国へ提出） 



２ これまでの検討経緯 
（２）朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月） 

5 

【基本コンセプト】  

周辺の公共施設と連携し、緑に囲まれた“次の朝霞”のための“憩いと交流の拠点” 

○基地跡地及び周辺エリアの将来像 

＜まちの拠点＞ 
鉄道交通の利便性を活かした
市の中心的な地区として、ま
た、市の玄関口としての機能
の強化や商業施設等の立地誘
導を図るため、まちの拠点と
して東武東上線朝霞駅周辺を
位置付ける 

＜新たなまちの拠点＞ 
広域交通軸に位置付けられてい
る国道254号（川越街道）の沿
道で、商業系ゾーンに接する立
地特性を活かした土地利用が期
待される旧第四小学校跡地を新
たなまちの拠点と位置付ける 

＜基地跡地＞ 
既存の周辺公共施設の活用及びそ
れらとの連携とともに、緑の拠点
としての機能や、市の文化、ス
ポーツ、レクリエーション的利用
など、多面的な活用が期待される
本市のシンボルとなる拠点と位置
付ける 

朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月） 「２.基地跡地利用計画の見直し」（p.8~10）より 



２ これまでの検討経緯 
（３）朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月） 

6 

○土地利用計画 

①公園用地 

公園的な利用をする区画 

②公共施設用地 

行政機能と文化活動の拠点とし
て利用する区画 

③シンボルロード用地 

道路法に基づいて市道認定する
区画 

④業務系施設用地 

朝霞税務署や朝霞公共職業安定
所などを集約した落ち着いた街
並みの区画 

➊ 

➌ 

➋ 

➍ 

朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月） 「２.基地跡地利用計画の見直し」（p.13）より 



２ これまでの検討経緯 
（４）朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月） 
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○ 土地利用計画の主な変更点 

国家公務員宿舎用地と複合公共
施設用地を公園用地に変更 

シンボルロードを市役所まで延伸 

見直し後（Ｈ27.12） 見直し前（Ｈ20.5） 

図書館北側の公園用地を
公共施設用地に変更 



３ 朝霞市基地跡地利用計画における基地跡地公園・シンボルロードに関する方針 

（１）みどりの拠点ゾーン 
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土地利用方針 

公園機能の配置と相互連携 

朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月） 「3.主要ゾーンの整備方針」（p.14~16）より 

 「防災拠点機能を備えた総合公園」として活用する 

 樹林を保全するため必要最低限の樹木管理をするとともに、林縁は明るい
疎林、草地とすることでエコトーンを形成して生物多様性の保全を図ると
ともに、散策路等の安全性や快適性も確保する 

 人と動物が共存する武蔵野の風景を目指す 

 多様な動植物を育む縁界部（樹林と草地の境）や草地、自然性と都市性が
調和する緑に囲まれた空間とする 

 仮設的な利用も含め、様々な利用が行われる空間（レクリエーションやリ
フレッシュ空間、花火を打ち上げる空間など）とする 

 緑と共生した歩道や広場などの施設や便益施設等の配置をする 

 公園用地（14.6ha）及び朝霞中央公園、青葉台公園内の既存資源を有効活
用しながら、「防災拠点機能を含む高度な公園機能を発揮する総合公園」
として整備 



３ 朝霞市基地跡地利用計画における基地跡地公園・シンボルロードに関する方針 

（２）シンボルロード 
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「公園通り」に沿った幅30mの範囲 

朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月） 「3.主要ゾーンの整備方針」（p.20~25）より 

公園用地 シンボルロード 公園通り（市道８号線） 

範囲 



３ 朝霞市基地跡地利用計画における基地跡地公園・シンボルロードに関する方針 

（２）シンボルロード 

10 朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月） 「3.主要ゾーンの整備方針」（p.20~25）より 

①歩行者・自転車の円滑で安全な通行を支える『交通機能』 

②朝霞市のイメージを高め、快適な散策等ができる『アメニティ機能』 

③市民が祭りやイベントを楽しむことができる『広場機能』 

④災害時の緊急動線や避難路、延焼防止としての『防災機能』 

必要な構成要素 

【イメージ１】 

樹木密度が高い場所 

３タイプの整備・活用のイメージ 

【イメージ２】 

樹木密度が中間の場所 

【イメージ３】 

樹木密度が低い場所 



３ 朝霞市基地跡地利用計画における基地跡地公園・シンボルロードに関する方針 

（３）整備の進め方 

11 朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月） 「5.整備計画と事業費」（p.29）より 

朝霞市基地跡地利用計画（平成27年12月） 

朝霞基地跡地地区 
地区計画の変更 

朝霞市基地跡地公園 
・シンボルロード 

整備基本計画の見直し 

先行プロジェクト 

シンボルロードの 
暫定的供用 

公園用地の 
段階的取得、整備 

シンボルロードの整備 

国からの管理受託など
による公園用地の 

暫定的利用 



平成28年度スケジュール 
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平成28年度 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 

整備基本計画見直し 

シンボルロード 

市民参加 

検討委員会 ● ● ● 

専門部会  ◎ ◎ ◎ 

庁内検討委員会 ◆ ◆ ◆ 

★市民説明会 ★市民説明会 

整備方針・ゾーニングの検討 
基本計画図の検討 
概算工事費の算出 
事業スケジュールの検討 

全体ゾーニングの
見直し 

 

現
況
把
握
・ 

 

見
直
し
方
針
の
検
討 

施設配置 
基本計画図 
見直し 

シンボルロード 
整備基本計画 
とりまとめ 

生物相確認（鳥類） 生物相確認（鳥類） 



平成29年度スケジュール 
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平成29年度 

４ ５ ６ 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

整備基本計画見直し 

シンボルロード 

市民参加 

検討委員会 ● ● ● 

専門部会 

庁内検討委員会 ◆ ◆ ◆ 

★市民説明会 

管理運営に関する方針・取組
の検討 

整備基本計画書
（素案） 
作成 

事業スケジュー
ルの検討 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
結
果 

の
反
映 

基
地
跡
地
公
園
・
シ
ン
ボ
ル

ロ
ー
ド
整
備
基
本
計
画
策
定 

生物相確認 
（植物・鳥類・昆虫） 

概算工事費の
見直し 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト 

★市民説明会 

（基本設計・詳細設計） 

シンボルロード設計に関するデザインレビュー（回数未定） 


